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令和２年（2020 年）10 月 22 日 

午 後 ２ 時 ～ 午 後 ３ 時 

於：高層棟４階  特別会議室 

   消防本部総務予防室・指令情報室 

 

 

令和２年度 第８回政策会議 

消防指令業務の共同運用に向けた協議会規約の制定について 

 

 

 

 

１ 概要 

令和２年（2020年）９月１日開催の企画会議で確認された、豊中市・吹田市・池田市・箕面

市・摂津市の５市による消防指令業務共同運用基本構想（案）についてパブリックコメントを

実施し、原案どおり策定されることとなりました。 

基本構想の策定を受けて、地方自治法第 252条の２の２第１項の規定に基づく「豊中市・吹

田市・池田市・箕面市・摂津市消防通信指令事務協議会」を設置するに当たり、協議会規約を

制定しようとするものです。 

なお、規約を定めるための協議については、同条第３項により議決事項とされており、令和

２年 11月定例会に提案します。 

 

２ パブリックコメントの結果 

(1) 意見募集期間 

令和２年９月 10日（木）～10月９日（金） 

(2) 意見の件数 

０件 

 

３ 協議会規約（案）【資料１－２のとおり】 

   第１章 総則 

第２章 協議会の組織 

   第３章 協議会の会議 

   第４章 協議会の事務に関する条例等 

第５章 協議会の財務 

   第６章 雑則 

 

 

資料 １－１ 

豊中市・吹田市・池田市・箕面市・摂津市の５市による消防指令業務の共同運用

に向けて、協議会設置のため、協議会規約を制定しようとするものです。 
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４ 共同消防指令センターに係る経費の負担方法及び配置人員・勤務体制【資料１－３】 

  各市で構成する指令業務共同運用実施検討委員会における決定事項は、別紙のとおりです。 

 

５ 今後のスケジュール 

令和２年（2020年）11月 市長確認書締結 

 定例会で５市協議会設置（協議会規約の制定）及び

摂津市との協議会廃止（摂津市との協議会規約の廃

止）について提案 

令和３年（2021年）１月 市長協議書調印 

２月 協議会設置（協議会規約施行） 

２月以降 共同消防指令センターの整備に関する協定書等締結 

令和３年度（2021年度）  共同消防指令センター 設計等 

令和４年度（2022年度） 

 ～５年度（2023年度） 

 共同消防指令センター 整備 

令和６年度（2024年度）  共同運用開始 

 


